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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者の頭を患者の仰臥位に固定するための頭部固定システムであって、
－患者台（２）に結合され、少なくとも患者の頭部の両側に延在するように構成された支
持レール構造体（１）と、
－少なくとも１つの変形可能な上部マスクシート（４）に結合され、第１インターフェー
スセクション（５）と第２インターフェースセクション（６）を介して支持レール構造体
（１）と解放可能に接続され、第１インターフェースセクション（５）から第１方向（Ｕ
）に突出した少なくとも２つのピン（７）と、第２インターフェースセクション（６）に
設けられた少なくとも２つのピン受け部（８）とを有しており、各ピン受け部（８）がそ
れぞれピン（７）の１つを受けるように構成された、マスクフレーム（３）と、
－ピン（７）が第１方向（Ｕ）へさらにピン受け部（８）内に押し込まれるのを可能にす
る一方で、第１方向とは反対方向である第２方向（Ｄ）にピン（７）がピン受け部（８）
から引き抜かれそうになった場合に連結する、各ピン受け部（８）とそれぞれ対応するピ
ン（７）とのキャッチ機構（９）と、
を備えた前記システム。
【請求項２】
　キャッチ機構（９）は、対応するピン受け部（８）の鋸歯状部（１１）と連結する鋸歯
状部（１０）をピン（７）に備えて、各ピン受け部（８）に弾性的に保持されており、ピ
ン受け部（８）の鋸歯状部（１１）が第２インターフェースセクション（６）に弾性的に
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付勢されている、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　２つのピン（７）が患者の頭部の両側方にそれぞれ突出している、請求項１または２の
いずれかに記載のシステム。
【請求項４】
　キャッチ機構（９）が、連結を解除するための解放機構（１２）と動作可能に接続され
ている、請求項１－３のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項５】
　複数のキャッチ機構（９）が、同じ解放機構（１２）と動作可能に接続されている、請
求項４に記載のシステム。
【請求項６】
　２つのキャッチ機構（９）が、患者の頭部の両側方の解放機構（１２）にそれぞれ作動
可能に接続されており、解放機構（１２）は、マスクフレームを内側－外側方向（ＭＬ）
に押圧することにより作動される、請求項５に記載のシステム。
【請求項７】
　少なくとも１つのピン（７）が、対応するピン受け部（８）に形成されたノッチ（１４
）に係合する案内突起（１３）を有し、
および、／または、
　ピン受け部（８）の頭部－尾部方向（ＣＣ）の大きさが、マスクフレーム（３）を支持
レール構造体（１）に対して内側－外側方向（ＭＬ）の周りに所定の角度（α）にまで傾
けても、ピン（７）をピン受け部（８）に入ることができる大きさである、請求項１－６
のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項８】
　前記少なくとも１つのピン（７）が、患者の頭部の両側部の最も尾部側の位置にそれぞ
れに配置された複数のピン（７）である、請求項７に記載のシステム。
【請求項９】
　支持レール構造体（１）は、仰臥位の患者の前頭面において、頭蓋の周囲に患者の頭部
と接近して延びている、請求項１－８のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項１０】
　第１インターフェースセクション（５）または第２インターフェースセクション（６）
は、ピン（７）を第１方向（Ｄ）にピン受け部（８）内に押し込むことができる距離を制
限する、少なくとも１つの調整可能な停止機構を備えている、請求項１－９のいずれか１
項に記載のシステム。
【請求項１１】
　第１インターフェースセクション（５）または第２インターフェースセクション（６）
は、患者の頭部の各側部にそれぞれ１つの前記調整可能な停止機構を備えている、請求項
１０に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記調整可能な停止機構（１５）は、階段状の位置決め面（１７）を有する少なくとも
１つのセクション（１６）を備えており、前記セクション（１６）は、ピン（７）に対し
て、前記支持レール構造体（１）に沿って頭部－尾部方向（ＣＣ）に変位可能である、請
求項１０または１１のいずれかに記載のシステム。
【請求項１３】
　停止機構（１５）は、ラックアンドピニオン駆動装置（１９）を介して少なくとも１つ
のセクション（１６）に接続された、少なくとも１つの調整ホイール（１８）を備える、
請求項１２に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記マスクフレーム（３）は、少なくとも１つの第１の変形可能な上部マスクシート（
４ａ）に結合されるように適合された第１サブフレーム（３ａ）と、少なくとも１つの第
２の変形可能な上部マスクシート（４ａ）に結合されるように適合された第２のサブフレ
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ーム（３ｂ）とを備えており、第１のサブフレーム（３ａ）は、第２サブフレーム（３ｂ
）に着脱可能または非着脱可能に、１つ以上の着脱可能または着脱不可能なスナップイン
接続（２０）を介して接続される、請求項１－１３のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項１５】
　支持レール構造体（１）は、少なくとも１つの変形可能なマスクシートと頭部サポート
（２３）を結合するように適合された少なくとも１つの後方マスクフレーム（２２）の支
持部となる後方マスクレスト（２１）を備えている、請求項１－１４のいずれか１項に記
載のシステム。
【請求項１６】
　少なくとも１つの後方マスクフレーム（２２）と頭部支持体（２３）とをスナップイン
形式の留め具を介して後方マスクレスト（２１）により所定の場所に保持する、後方マス
クフレーム（２２）および/または頭部支持体（２３）をさらに備えている、請求項１５
に記載のシステム。
【請求項１７】
　後方マスクレスト（２１）は、患者の頭部の両側方にそれぞれ、頭部－尾部方向（ＣＣ
）に設けられた、内側方向に延びる２つ以上の突出部（２４）を備えており、スナップイ
ン形式の留め具は、頭部－尾部方向（ＣＣ）における最も外側の突出部（２４）によって
内側方向に延びている、請求項１５または１６のいずれかに記載のシステム。
【請求項１８】
　支持レール構造体（１）は患者台（２）と一体的に、実質的に炭素複合材料で形成され
ている、請求項１－１７のいずれか１項に記載のシステム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、患者の頭部の表面を少なくとも部分的に固定マスクで覆うことによって患者
の頭部を固定するための固定化システムに関する。本発明は、定位性放射線外科治療およ
び放射線療法治療中の非侵襲性患者の固定と再現可能な位置決めに使用することができる
。
【背景技術】
【０００２】
　固定マスクは、整形外科用途と同様に、治療又は診断処置中に患者の頭部を固定構造に
対して固定し、頭部の空間的位置の高い再現性を確実にしなければならない治療または診
断処置、たとえば放射線療法または診断撮像法に使用される。
【０００３】
　放射線療法または画像診断法用に患者の頭部を固定するために、頭部は、空間的に固定
された患者ベッドなどのような固定支持構造に接続され、それによって、放射線装置また
は撮像装置に対して再現可能な位置に配置される。この目的のための頭部と支持構造との
間を堅固に接続する固定装置として、例えばドイツ連邦共和国特許第４４３２８９６１号
明細書または米国特許出願公開第２０１６／０２０６３９５号明細書が知られている。こ
の固定装置は、マスクのなかに頭部を保持するのもので、マスクは、低温熱可塑性材料の
シート状の少なくとも一つの層を有し、予め加熱された状態で頭部に個々に適合され、冷
却されて硬化した後、固定される頭部にしっかりと嵌合するよう構成されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　公知のシステムの問題は、患者にマスクを取り付けて、患者の骨格にマスクを合わせる
ことが必要なステップの量にある。これは、時間がかかるとともに、取扱いエラーの可能
性が増加する。
【０００５】
　さらに問題なのは、放射線療または画像診断を行っている間に、少なくとも放射線の発
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生する部分を吸収する多くの素材を用いる特徴である。
【０００６】
　本発明は、迅速かつ容易に取り扱うことができ、従来のシステムよりも放射線の吸収が
少ない固定マスクシステムを提供する。
【０００７】
　このシステムは、添付された独立請求項によって形成される。本発明の長所、有利な特
徴、有利な実施の形態、有利な見地は、以下に開示されており、独立請求項の内容に含ま
れる。技術的に好都合で実現可能な場合には、異なる有利な特徴を本発明に従って組み合
わせることができる。具体的には、一実施の形態の、他の実施の形態の特徴と同じまたは
同様の特徴は、他の実施の形態と交換することができ、また、一実施の形態の、他の実施
の形態に追加できる追加機能は、特に他の実施の形態に追加することができる。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の固定システムは、
－患者台（patient rest）に結合され（coupled）、少なくとも患者の頭部の両側に延在
するように構成された支持レール構造体と、
－少なくとも１つの変形可能な上部マスクシートに結合され、第１インターフェースセク
ションと第２インターフェースセクションを介して支持レール構造体と解放可能に接続さ
れ、第１インターフェースセクションから第１方向に突出した少なくとも２つのピンと、
第２インターフェースセクションに設けられた少なくとも２つのピン受け部（pin-recept
ion）とを有しており、各ピン受け部がそれぞれピンの１つを受けるように構成された、
マスクフレームと、
－ピンが第１方向へさらにピン受け部内に押し込むまれるのを可能にする一方で、第１方
向とは反対方向である第２方向にピンがピン受け部から引き抜かれそうになった場合に連
結（interlock）する、各ピン受け部とそれぞれ対応するピンとのキャッチ機構と、
を備えている。
【０００９】
　本発明の第１の基本的な構成は、前記支持レール構造体が、患者台に着脱可能または永
久的に結合することができ、“オーバーレイ　ボード（overlay board）”として参照す
ることもできる。前記オーバーレイ　ボードは、ＣＴ処置テーブル上で使用することがで
きるものであり、そのため、平坦なデザインとされている。前記オーバーレイボードは、
患者の身体と肩を支持する、平坦なカーボンサンドイッチ構造を有しており、前記支持レ
ール構造体もカーボンから成形されて、患者の首と頭部を支持するもので、前記処置テー
ブルが延びたものであってもよい。衝突の危険性を最小にするために、支持レール構造体
は患者の頭部に患者の頭部に可能な限り近接して配置される。前記支持レールおよび患者
台は、患者の身体、頭部、および首を支持して、放射線療法または放射線外科治療中に使
用するときにＣＴテーブルまたは処置テーブルに対する固定位置に保持されるよう形成さ
れている。前記支持レールおよび前記オーバーレイ　ボードは、放射線透過性の材料から
製造することができ、さらに、前記レールおよび前記オーバーレイ　ボードを患者の周囲
に近接させて、画像撮影装置または治療装置の横台と衝突する危険性を低減することがで
きる大きさにすることもできる。
【００１０】
　前記マスクフレームは、患者の頭部、例えば額、鼻、口、顎の領域を含む前方の輪郭に
応じて変形させることができる熱可塑性マスクに結合することができる。このマスクは、
2つ以上の熱可塑性層を含むことができ、層は同時にまたは別々に頭部の輪郭に合わせて
成形することができ、オプションの成形可能なノーズブリッジを設けることもできる。特
定の例では、熱可塑性の前方マスクは、熱可塑性材料の２枚のシートを含む。１つまたは
２つ以上の平面マスクシートは、所望の輪郭に成形することができるように可撓性を有す
ることとなる温度に達するまでそれらを加熱することによって、頭部の輪郭に合わせて成
形される。各マスクシートは、マスクフレームの１つまたは２つ以上のレールによって少
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なくとも２つの側面でフレーム化することが可能な熱可塑性シートにより構成される。
【００１１】
　さらに、本発明のシステムは、マスクフレームの支持レール構造体への迅速な固定を可
能にする手段を備える。本発明によれば、これらの手段はそれぞれ、マスクフレームまた
は支持レール構造体のいずれかから突出する少なくとも２つのピンと、支持レール構造体
またはマスクフレーム上のこれらのピン用の、少なくとも２つの対応する受け部とを備え
る。対からなる各ピン受け部のそれぞれに設けられたキャッチ機構は、マスクフレームを
支持レール構造体に向けて押し込み、ピンが対応する受け部にさらに入り込むことだけが
でき、一方、ピンが受け部内で反対方向に移動してマスクフレームが支持レール構造体か
ら離れる反対方向の動きを防止する。
【００１２】
　本発明の一実施形態によれば、キャッチ機構は、鋸歯状部（saw-toothing）を前記ピン
の外側面に備えており、前記ピン受け部の鋸歯状部が前記第２インターフェースセクショ
ンに弾性的に付勢されていることにより、対応する前記ピン受け部内側面の鋸歯状部と連
結して前記各ピン受け部に弾性的に保持されている（spring loaded）。
【００１３】
　言い換えれば、ピンおよびピン受け部における鋸歯状部の連結（interlocking）は、一
方向ラチェットとして作用し、ピンが受け部内で一方向のみの動くことを可能にし、それ
によって自動ロック機能を提供する。
【００１４】
　別の好ましい実施形態によれば、キャッチ機構が、連結を解除するための解放機構と動
作可能に接続されており、特に複数のキャッチ機構が解放機構と動作可能に接続されてい
る。解放機構を操作するだけで、連結を解除することができ、またはより具体的には、マ
スクフレームを支持レール構造から再び取り外すことができるように、２つの連結してい
る鋸歯状部を互いに分離することができる。より具体的な例では、解放機構は、１つのセ
クションを人が把持することができ、反対側のセクションがキャッチした状態を解放すな
わち「開く」こととなるレバーを、１つまたは複数備えることができる。さらにより具体
的な実施形態では、少なくとも１つのレバーは、一端にピンの鋸歯状部と連結する鋸歯状
部が設けられた１つまたは複数のフィルムジョイントを介して、マスクフレームに回転可
能に接続されてもよい。レバーの第２の端部を特定の方向に動かすことによって、レバー
がフィルムジョイントの周りを回転し、レバーの第２の端部がその鋸歯状部と一緒にピン
とその鋸歯状部から離れて連結を解除する。
【００１５】
　本発明の別の実施形態によれば、少なくともピンの一つ、特に患者の頭部の各側部の最
も尾部側の位置にそれぞれ配置されたピンは、ピン受け部に形成された対応するノッチに
係合する案内突起を有している。追加的または代替的に、ピン受け部の頭部－尾部方向（
cranial-caudal direction）の大きさは、マスクフレームを支持レール構造体に対して、
且つ、内側－ 外側方向（medial-lateral direction）の周りに所定の角度にまで傾けて
も、ピンをピン受け部に入ることができる大きさである（すなわち「より広い」）。
【００１６】
　このことは、マスクと共にマスクフレームが支持レール構造体上に押し込まれたときに
ある程度の自由度を提供し、それによりマスクが最初に患者の顎の輪郭に適合するように
なる。その理由は、単一の前後方向の動きでマスク層を患者の額に「押し込む」ことが望
ましくないのではなく、むしろ「傾いた」マスクは、患者の顔に押し付けると、マスクの
顎の部分が患者の顎の上に押し込まれるからである。
【００１７】
　既に上述したように、本発明のシステムは、治療中に患者および患者テーブルを取り囲
むガントリとの衝突を回避するように設計されることが好ましい。
したがって、支持レール構造体は、特に仰臥位（supine position）の患者の前頭面にお
いて、患者の頭蓋の周りに頭部と接近して延びていてもよい。
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【００１８】
　さらに、支持レール構造体若しくはマスクフレームに設けられた第１インターフェース
セクション、または、マスクフレーム若しくは支持レール構造体に設けられた第２インタ
ーフェースセクションは、ピンを第１の方向にピン受け部内に押し込むことができる距離
を制限する、少なくとも１つの調整可能な停止機構、特に患者の頭部の各側部上にそれぞ
れ１つの調整可能な停止機構を備えてもよい。
【００１９】
　言い換えれば、インターフェースセクションの少なくとも１つは、それぞれの他のイン
ターフェースを支持レール構造体に対してマスクフレームの最終的な位置に留める物理的
なリミッタを含むことができる。したがって、マスクフレームおよびマスクが所定の限界
を超えて支持レール構造体および患者の額にさらに押し込まれるのを防止する。
【００２０】
　本発明のより具体的な実施形態によれば、前記少なくとも１つの停止機構は、階段状の
位置決め面を有する少なくとも１つの部分を備え、この部分は、ピンに対して、特に支持
レール構造体に沿って頭部－尾部方向に変位可能である。
【００２１】
　複数の位置決め面がインターフェースの異なる高さに設けられており、各インターフェ
ースに対して移動可能であるため、インターフェースが互いに静止する距離は、セクショ
ンがその上に形成される位置決め面と一緒に移動することにより、調整することができる
。「高い」位置付け表面が、他方のインターフェースの対応する部材が静止する位置にあ
る「低い」位置決め表面に置き換えられると直ちに、インターフェースは互いに、より接
近することが可能になる。もう一方の方法では、「低い」位置決め面を「高い」位置決め
面の位置に置き換えると、インターフェースは互いに、より離れた位置で静止することに
なる。
【００２２】
　停止機構を調整するため、特に位置決め面を有する少なくとも1つの部分を移動または
変位させるために、停止機構は、人が停止機構を調節することができる少なくとも１つの
調整部材、特にホイールを備える。特に、調整ホイールは、ラックとピニオンドライブを
介して、複数の位置決め面を有する少なくとも１つのセクションに接続することができる
。
【００２３】
　位置決め面を有する変位可能な部分は、支持レール構造体またはマスクフレームのイン
ターフェースの一方に対して直進運動でシフトするように構成されることが考えることが
できるが、 旋回運動、あるいは組み合わせた旋回並進運動も考えることができる。
【００２４】
　本発明のさらなる実施形態によれば、マスクフレームは、少なくとも1つの変形可能な
第１上部マスクシートに結合されるように適合された第１サブフレームと、少なくとも１
つの変形可能な第２上部マスクシートに結合される第２サブフレームとを備え、特に１つ
または複数の取り外し可能または取り外し不可能なスナップイン接続を介して、第２のサ
ブフレームに着脱可能または非着脱可能に接続されるようになっている。
【００２５】
　このような分割されたマスクフレームは、複数の変形可能なマスク層を使用して、かか
る層を頭部の輪郭に分割して成形することが望ましい場合に、特に有用である。そのよう
な場合、第１サブフレームを、最初のステップで、支持レール構造体に取り付けて、患者
の頭部輪郭に応じて第１サブフレームに１つ以上の層を接続することができる。第１サブ
フレームが所定位置に配置されると、１つ以上のマスク層が取り付けられた第２のサブフ
レームは、第１のサブフレームを介して間接的に支持レール構造体に接続する場合を除い
て、同じ方法で取り付けることができる 。ほとんどの場合、２つのサブフレームを互い
に分離不可能に接続できるように、マスクが成形された後に、２つのサブフレームを再び
分離する必要はない。しかしながら、それぞれのマスク層が成形された後、２つのサブフ
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レームが再び互いに分離されるように適合した構成としてもよいことも考えられる。
【００２６】
　ここまで、患者の前頭部の輪郭に合わせて成形されたマスク層について述べてきた。し
かしながら、本発明のシステムは、同様の方法で成形され、頭部の後部領域に設けられる
１つ以上の同様のマスク層をさらに備えている。このような「後方」マスクは、同様にマ
スクフレームを備えていてもよく、マスクフレームを支持レール構造体に対して定位置に
保持することができる。
【００２７】
　患者の頭部の後方領域のための１つ以上の変形可能なマスクシートに加えて、またはこ
れに代えて、本発明のシステムによって固定されているときに患者の頭部を支持するため
に支持レール構造体に接続することが可能な後頭部支持部を設けることができる。このよ
うな頭部支持体は、患者の後頭部を人間工学的に収容するように成形された成形シートを
備えることができる。したがって、頭部支持体は、１つ以上の後方マスク層（rea mask l
ayers）を成形するための型として使用することもできる。例えば、患者の頭部を収容す
る凹部を有する頭部支持部が支持レール構造体に接続されており、１つ以上の加熱された
変形可能な後方マスク層がその凹部の上に配置されるとともにレール支持構造体に接続さ
れる。その後、患者の頭部は頭部支持体上に降ろされ、後方マスク層は、頭部支持体内の
凹部と患者の頭部の後方領域によって形成される形状に強制される。熱可塑性材料が再び
硬化した後、後方マスクが後の手順のための頭部支持体として役割を果たすことができる
ように、後方マスクの新しい形状は永続的である。
【００２８】
　頭部支持体および／またはフレームを１つ以上の後方マスクに取り付けるために、支持
レール構造体は、後方マスクフレームおよび／または頭部支持体を支持する後方マスクレ
ストを含むことができる。さらに、後部マスクレストは、後部マスクフレームおよび／ま
たは頭部支持体を支持レール構造体にスナップ留めすることができ、頭部支持体または後
部マスクフレームが支持レール構造体から不用意に取り外されることを避けることが考え
られる。後部マスクレストは、支持レール構造体の側方部分から内外－横方向（media-la
teral direction）に延びる複数の突起によって形成されてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明の頭部固定システムの斜視図である。
【図２】図１に示したシステムの側面図である。
【図３】マスクフレームをサブフレームに分解した図である。
【図４】図１の固定システムで頭部を支持し、後にマスクシートを取り付けた状態を示し
た側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　以下では、本発明を、本発明の好ましい実施形態を表す添付図面を参照して説明する。
しかしながら、本発明の範囲は、図面に開示された特定の特徴に限定されることはない。
【００３１】
　図１に示した実施の形態は、一体で形成されたレール状支持構造体（support rail str
ucture）１の各横側にそれぞれ２つづつ設けられた、４つのピン７を備えており、レール
状支持構造体１は、立体的に形成され支持されないレールがその端部を患者台２に閉鎖的
に結合されている。ピン７は、マスク３がサポートレール構造１に向かって移動して接続
されるときのガイドとなる。各ピン７は、歯の間に距離をおいて形成された、鋸歯状部（
a saw-toothing）１０を有している。歯は、上側が水平で、下側が傾斜している。
【００３２】
　図に示した実施の形態において、マスクフレーム３（これに取り付けるマスク４は示さ
れていない。）は、２つの横レールからなり、このレールはそれぞれ、対応するピン７の
周囲に係合する２つのピン受け部８を有している。各レールは、解放機構１２を備えてお
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り、解放機構１２は、２つのフィルムジョイントを介してレールに接続されるダブルレバ
ーを有している。図１から明らかなように、各レールの中央の「リング状の」把持部分を
一緒に押すと、ダブルレバーが曲がり、レバーの各端部が対応するフィルムジョイントの
周りを回転する。その結果、フィルムジョイントを越えて延在するダブルレバーの両端は
、反対方向に偏向される。各レバー端部は、ピン受け部８内に、ピン７の鋸歯状部１０と
連結する、鋸歯状部（a saw-toothing）１１が形成されている。
【００３３】
　図１は解放機構１２の非作動状態を示したもので、弾性的に付勢されたダブルレバーは
、ニュートラル位置に維持されており、マスクフレーム３のレールがピン７上で押し下げ
られると、ダブルレバーの各端部が偏向して、鋸歯状部１０、１１がラチェットと同様に
互いに摺動することができる。しかしながら、マスクフレーム３を支持レール構造体１か
ら離して再び上方へ移動させることは、連結している鋸歯状部１０、１１によって防止さ
れ、弾性ダブルレバーにより互いに保持される。
【００３４】
　マスクフレーム３を支持レール構造体１上に取り付けるとき、特にマスク成形プロセス
中のときの柔軟性を高めるために、レール状支持構造体１とマスクフレーム３のインター
フェース５、６は、角度が付いた姿勢（an angular position）（図2に示した）から受け
部８をピン７の上に置くことができるよう設計されている。これにより、患者の顎の周り
にマスクを最初に成形し、同時に尾部側のピン７（図１および２の左側に示す）を対応す
るピン受け部８に挿入することが容易になる。そのために、これらのピン７は、尾部側の
ピン受け部８の対応する切欠き１４に入る誘導突起１３が形成されている。切欠き１４は
、マスクフレーム３の頭部－尾部方向への移動を防止してマスクフレーム３の下降中に案
内をする。
【００３５】
　続いて、マスクフレーム３を回転させて、頭部側のピン７を対応するピン受け部８に入
れ、その上で、支持レール構造体１と平行に延在するレールと並進運動で、マスクフレー
ム３を支持レール構造体１上に押し下げることができる。
【００３６】
　再びマスクフレーム３を支持レール構造体１から取り外すためには、各レールの中央に
あるリング状の把持部分を一緒に押すことにより解放機構１２を作動させ、鋸歯状部１１
を対応する鋸歯状部１０から引き離す。マスクフレーム３は、上方に移動されて、支持レ
ール構造体１から解放されることができる。
【００３７】
　図1および図2に示した実施形態はさらに、調節可能な停止機構１５を有している。マス
クフレーム３がピン７の上に置かれると、鋸歯状部１０、１１は互いに「最も高い」位置
で自動的に連結する。鋸歯状部１０、１１は、弾性付勢された解除機構１２と共に、マス
クフレーム３を支持レール構造体１上に継続して押し下げることにより、マスクフレーム
３をさらに下方に移動させることができる。このことは、後続のステップにおける患者の
解剖学的構造に対する上部マスクシート（upper mask sheet）４（図4に示した）の自己
調整を提供する。ステップ距離は、鋸歯状部１０、１１の歯の大きさによって規定され、
図１および図２に示す実施形態では１ｍｍである。
【００３８】
　上側マスク４と後方マスク／頭部支持体２３（図４に示した）との間の距離を増大させ
るために、解放機構１２の把持部分を一緒に押圧して、マスクフレーム３が所望の位置 
に達するまで移動される。把持部分が解放されるとすぐに、鋸歯状部１０と１１は再び連
結する。
【００３９】
　以下では、調整可能な停止機構１５について説明する。上側マスク4と後方マスク／頭
部支持体２３との間の最小距離は、調整可能に形成することができる。
【００４０】
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　停止機構１５は、３つのセクション１６を含み、各セクション１６は、4つの階段状の
位置決め面（locating surface）１７を有する。各レールのセクション１６は、支持レー
ル構造体１の側方部分に沿って摺動可能な共通部材に接続され、ピン７に対して頭部－尾
部方向に摺動することができる。調整ホイール１８は、支持レール構造体１に対して回転
自在に保持され、ラックピニオン伝動機構１９を介して共通部材に接続されており、ピン
７に対するセクション１６の位置を、したがって、ピン７上を摺動するマスクフレーム３
に対する位置も、調整することができる。
【００４１】
　図１および２に見られるように、マスクフレーム３を支持レール構造体１上に押し下げ
ることができる最小距離は、セクション１６が尾部方向に移動することで増加するので、
マスクフレーム３の位置決め面（マスクフレーム３の底側に設けられた３つのピンによっ
て形成される）は、ピン７に対して所定の位置にのみ対応する位置決め面１７に接触する
。
【００４２】
　停止機構１５は、成形プロセス中だけでなく、患者の頭部が所定の位置に固定されてい
なければならない後期においても、上マスクシート４を患者の顔面に押し付けることので
きる量を予め調整することを可能にする 。
【００４３】
　既に上述したように、マスクフレーム３は、１つまたは２つ以上のマスクシートの成形
を可能にするように適合させることができる。例えば、上側マスクが１枚のマスクシート
４のみからなる場合、マスクフレーム３は支持レール構造体１に一回のステップで取り付
けることができる。しかしながら、上マスクが２枚以上のマスクシート４ａ、４ｂからな
る場合には、先に説明したように第１のサブフレーム３ａを支持レール構造体１に接続す
るが、まず最初に患者の皮膚に最も近いマスクシート４ａを成形する 。第１のマスクシ
ート４ａの上に置かれ後に成形される別のマスクシート４ｂは、第２のサブフレーム３ｂ
に結合され、第２のサブフレーム３ｂは、図３に示すように複数のスナップイン留め具（
snap-in fasteners）２０によって順に第１のサブフレーム３ａと結合することができる
。各スナップイン留め具２０は、第２のサブフレーム３ｂが第１のサブフレーム３ａから
再び解放されることを防止する少なくとも１つのかえし（barb）を備えている。２つのサ
ブフレーム３ａと３ｂは、固定接続されると、１つのユニットとして扱うことができる。
それらは、単一フレーム３との接続で既に上でさらに説明した方法で、支持レール構造体
１に取り付けたり、取り外すことができる。
【００４４】
　図４はさらに、非変形可能な頭部支持体２３を示しているが、これは変形可能なマスク
シート２２によって補充または置換されてもよい。頭部支持体２３と後方マスクシート２
２のいずれも、突出部２４（図１に示した）にスナップ留めすることができるフレーム構
造（図示せず）を含むことができ、したがって支持レール構造体１に取り外し可能に接続
することができる。
【００４５】
　いずれのマスクシート４、４ａ、４ｂも、マスクフレーム３、３ａ、３ｂ（図１および
図２に示した）のスロットに挿入して接着することによって、対応するマスクフレーム３
、３ａ、３ｂに接続することができる。代替的に、マスクシート４、４ａ、４ｂは、対応
するマスクフレーム３、３ａ、３ｂにレーザ溶接することができる。
【００４６】
　以下では、マスク固定システム全体の可能な構成について説明する。
【００４７】
マスクの構成１
・頭部支持体２３（マスク成形後に取り外すことが可能）
・後方マスク２２（患者に合わせてカスタムメード）
・ミドルマスク（middle mask）（患者に合わせてカスタムメード）
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・トップマスク（top mask）４ｂ（患者に合わせてカスタムメード）
構成１のオプション
・ミドルマスクおよびトップマスクのシート４ａ、４ｂは、マスクフレーム３ａ、３ｂの
横レールによって互いに強固に予め固定されてもよい
・ミドルマスクおよびトップマスク４ａ、４ｂの代わりに、トップマスクは上部マスク4
のみで構成（この構成では中間マスク４ａは無い）
・成形可能なノーズブリッジを追加して固定する。ノーズブリッジは、患者の鼻筋に合わ
せて熱可塑性パレット材料（thermoplastic pallet material）から成形され、患者とミ
ドルおよび／またはトップマスク４ａ、４ｂ（患者に合わせてカスタムメード）との間に
配置される
・上部マスクに目の開口部をオプションで形成する
・上部マスクに顔の開口部をオプションで形成する
・上部マスクに額の開口部をオプションで形成する
【００４８】
マスクの構成２
・頭部支持体２３（マスク成形後に取り外すことが不可能）
・マスクフレームに取付けられる上部マスク（患者に合わせてカスタムメード）
構成２のオプション
・ミドルマスク４ａを追加
・成形可能なノーズブリッジを追加して固定する。ノーズブリッジは、患者の鼻筋に合わ
せて熱可塑性パレット材料（thermoplastic pallet material）から成形され、患者とミ
ドルおよび／またはトップマスク４ａ、４ｂ（患者に合わせてカスタムメード）との間に
配置される
・上部マスクに目の開口部をオプションで形成する
・上部マスクに顔の開口部をオプションで形成する
・上部マスクに額の開口部をオプションで形成する
【００４９】
　患者台２（図１、２および４に示す）は、典型的には、定義された再現可能な位置に連
結して、患者台２を治療台の割出しシステムに位置決めすることができる取り付けブラケ
ット（図示せず）によって、治療台に取付けられる。患者台２は、テーブルトップを取り
囲み留め具によって固定することができるブラケットだけでなく、治療台に押し付け固定
（a force-locking manner）により取り付けることもできる。患者台２は、患者台２は、
放射線ビームが患者台２を通過しなければならない場合に、減衰および線量ビルドアップ
（dose build-up）への影響を低減する材料最小化設計を有している。患者台２は、レー
ル構造体１を支持して、上部ならびに下部マスクシェル、後頭部支持体２３、および高さ
調節ユニット１５用のマスク固定接続ポイントを合体させる。線形加速器との衝突の危険
性を最小にするために、患者台２の支持レール構造体１は、患者の頭部の長手方向中間軸
線に可能な限り近接して配置される。中間横方向に延びて支持レール構造体１の側方部分
を接続する頭蓋骨は、頭部の解剖学的構造に続いて、できるだけ頭部の近くに配置される
。
【００５０】
以下では、本発明の頭部固定システムの文脈における好ましいワークフローを説明する。
【００５１】
マスク成形のワークフロー
・患者台２をＣＴテーブル上または治療テーブル上に置き、固定する
・頭部支持体２３を横方向の突出部２４に吊り下げることにより、支持レール構造体１に
取り付ける
・マスクの熱可塑性材料を成形温度に加熱する
・（オプション）後部マスクをフレーム２２と一緒に支持レール構造体１に、横方向の突
出部２４にクリップすることによって取り付ける
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・（オプション）後面マスクを患者の頭の後ろに合わせて成形する
・患者をそれぞれ頭部支持体２３の後部マスクの中に配置する
・２つの横停止機構１５を専用の垂直方向原点位置に調整する
・マスク４ａをフレーム３ａと一緒に弾性負荷受機構９にクリップすることによって支持
レール構造体１に取り付ける。マスク４ａは専用の垂直方向位置に自動的に固定される
・（オプション）熱可塑性材料を使用してノーズブリッジを患者の鼻に合わせて成形する
・（オプション）サブフレーム３ａと３ｂを一緒にクリップすることにより、マスク４ｂ
をフレーム３ｂと一緒にマスク４ａとフレーム３ａに取り付ける。ミドルマスク４ａとア
ッパーマスク４ｂは永久的に接合される。
【００５２】
マスクを患者に固定するワークフロー
・患者台２を治療テーブル上に配置し、固定する
・（オプション）頭部支持体２３を横方向の突出部２４に吊り下げることによって支持レ
ール構造体１に取り付ける
・（オプション）後方マスクをフレーム２２と一緒に横方向の突出部２４にクリップする
ことによって支持レール構造体1に取り付ける
・患者を後面マスクに配置する
・２つの横停止機構１５を専用の垂直方向原点位置に調整する
・マスク４ａをフレーム３ａとマスク４ｂと一緒に、フレーム３ｂ（必要に応じてフレー
ム３ａを備えたマスク４ａのみ）とともに弾性負荷受機構９にクリッピングすることによ
って患者の頭に取り付ける。マスク４ａ／４ｂは専用の垂直方向位置に自動的に固定され
る
・マスク４ａ／４ｂがきつすぎたり緩すぎる場合は、停止機構１５で後頭部マスク／頭部
支持体２３とアッパーマスク４ａ／４ｂとの間の間隔を拡大または縮小することにより締
め付けを調整する
・マスク４ａ／４ｂを緩めるには、専用の垂直方向位置に達するまで、解放機構１２を作
動させて持ち上げる。停止機構１５のセクション１６を適切な位置に調整する。
・マスク４ａ／４ｂを締め付けるには、停止機構１５のセクション１６を適切な下側の位
置に調整する。専用の垂直位置に達するまで、マスク４ａ／４ｂを押し下げる
・処置後にマスク４ａ／４ｂを取り外すには、解除機構１２を作動させ、マスク４ａ／４
ｂを持ち上げる。後頭部マスクと頭部支持体２３を持ち上げて取り外す



(12) JP 6775582 B2 2020.10.28

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(13) JP 6775582 B2 2020.10.28

10

フロントページの続き

(56)参考文献  米国特許出願公開第２０１６／０２０６３９５（ＵＳ，Ａ１）　　
              米国特許出願公開第２００２／００３８６５９（ＵＳ，Ａ１）　　
              米国特許出願公開第２０１５／００４７６５２（ＵＳ，Ａ１）　　
              国際公開第２０１６／０５０２７５（ＷＯ，Ａ１）　　
              米国特許第０５３７０１１７（ＵＳ，Ａ）　　　
              米国特許第５８４８４４９（ＵＳ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｂ　９０／１４－９０／１８
              Ａ６１Ｂ　　６／０４
              Ａ６１Ｎ　　５／１０


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

